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  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    予算審査 

    ・議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市一般会計予算 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    ・議案第１８号 那須塩原市牛乳等による地域活性化推進条例の制定について 

    予算審査 

    ・議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市一般会計予算 

   〔農林整備課〕 

    予算審査 

    ・議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市一般会計予算 

   〔商工観光課〕 

    ・議案第１９号 那須塩原市観光振興センター条例の制定について 

    予算審査 

    ・議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１２号 平成２７年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○若松委員長 皆さん、おはようございます。 

  お疲れのところ、きょうは常任委員会というこ

とで、思い起こせば４年前の3.11ということで、

きょうはそんなような日で、マスコミ等テレビな

ども深夜でその辺の報告があります。復興がなか

なかできないのかななんて、そんな悲しみの中で

きょう委員会を迎えたところでございます。 

  午後におきましては、２時45分から黙祷という

ことで連絡があると思いますが、その前に休憩を

とりたいと思います。 

  本日は３月定例会の常任委員会にご出席いただ

き、厚く御礼申し上げます。 

  さて、この定例会におきましては、当委員会が

審査をするべき案件は条例案件２件であります。

さらに予算常任委員会から予算案件３件、当分科

会に付託されておりますこれら案件につきまして

は関係所管のところで随時分科会に切りかえて審

査を行います。委員各位におかれましては、慎重

な審議とともに、円滑なる進行とご協力をお願い

申し上げまして、挨拶といたします。よろしくお

願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○若松委員長 それでは、次第により審査事項に入

ります。 

  まずは農業委員会事務局から順次審査を進めて

まいります。 

  農業委員会事務局の皆さん、ご苦労さまです。 

  初めに、農業委員会事務局長からご挨拶をお願

いいたします。 

○田代農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○若松委員長 ありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○若松委員長 ただいまから産業環境常任委員会を

予算常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第６号 平成27年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

○田代農業委員会事務局長 （議案第６号について

説明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  各委員の質疑、意見等をお受けいたします。 

  委員のほうから何かございましたら。 

  星委員。 

○星委員 先ほどの６款１項１目の新規の農業委員

会視察研修会ですけれども、３年に一度視察研修

するというお話でしたが、ことしに当たっては内

容的にどういった内容でやるとかというのはもう

決まっているんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○田代農業委員会事務局長 今年度の視察研修でし

ょうか。 

○星委員 はい。 

○田代農業委員会事務局長 今年度の視察研修のほ

うは今月の18日、19日と伊豆方面のほうに視察に

行きます。これにつきましては、費用については

委員さん個人持ちということになります。 

○星委員 個人持ちなんですか。 

○田代農業委員会事務局長 個人持ちです。委員の
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任期が３年ということで、３年のうち１回だけは

市の予算ということで。 

○星委員 そういうことなんですね。 

○田代農業委員会事務局長 はい、そうです。それ

以外は自費ということで視察をしておりまして、

今年度につきましては18日、19日、伊豆方面のほ

うに行きまして、農産物、６次産業的なものを見

ていきたいということで実施をいたします。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○星委員 はい。 

○若松委員長 あとほかにございますか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 今、宏子さん、多分今年度と言ったん

だけれども、来年度…… 

○星委員 来年度。 

○齋藤委員 新規事業ではどうなっているか。      

○星委員 そうですね。27年度、すみません。 

○齋藤委員 新規事業がどうなっているか聞いたら。 

○星委員 すみません。 

○若松委員長 事務局長。 

○田代農業委員会事務局長 まだ27年度の分につき

ましては確定しておりませんけれども、南三陸方

面のほうを検討いたしております。宮城県の登米

市とか美里町方面で、やはり農産加工物でいろい

ろな体験などをやってたりしているところがある

ものですから、今のところはそのようなところを

視察してみたいなというようなことで予定を立て

ているところです。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 はい、了解しました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 23ページの諸収入、４項４目、一

番下の農林水産事業費雑入の中の農地転用許可済

標識売り払い等収入で４万3,000円計上されてい

るんですが、これは何件ぐらいを見込んでの計上

か。 

  それと、おわかりでしたら近年何年かの転用状

況、件数状況がわかっていたらお聞かせをいただ

きたい。 

○若松委員長 田代事務局長。 

○田代農業委員会事務局長 許可済証の売り払い等

の収入関係ですが、予算計上では農地転用の許可

済標識の売り払い、これにつきましては125枚、

単価にいたしますと300円ですね。300円掛ける

125枚。それから、農地転用許可申請用紙の売り

払い、これにつきましては50円掛ける20枚。それ

から、農地転用許可済標識の取り扱い手数料、こ

れが50円掛ける100枚で４万3,000円を計上いたし

ております。 

  それと、本年度の２月現在の転用の実績ですけ

れども、４条関係が30件、５条関係が88件、合わ

せまして118件ほどでございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 ４条、５条の説明をお願いします。 

○若松委員長 田代事務局長。 

○田代農業委員会事務局長 ４条のほうは農地の所

有者が本人が転用をする場合、５条は所有者では

なくて譲渡というんですか、第三者が転用をする

ものでございます。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 それと関連なんですけれども、26

年度の転用件数は今お聞かせいただきましたが、

25年、24年とどんな状況か把握していれば。 

○若松委員長 田代事務局長。 

○磯飛副委員長 もしわからなかったら後でもいい

と思うんですけれども。 

○田代農業委員会事務局長 すみません、資料を持

ってきたと思ったんですが、申しわけありません。
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ちょっと資料が見あたらないんで。 

○若松委員長 そのほかございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ほかにないようなので、質疑を終了

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号 平成27年度那須塩原市一般会予算

は原案のとおり可決すべきものとすることでご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうからその他として何か

ございましたら。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 委員のほうから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、以上で農業委員会

事務局の審査を終了したいと思います。 

  ご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

  どうもありがとうございました。 

 

休憩 午前１０時１８分 

 

再開 午前１０時２２分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○若松委員長 これより産業観光部の審査に入りま

す。 

  産業観光部長からご挨拶をお願いいたします。 

○藤田産業観光部長 （挨拶） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○若松委員長 ただいまから農務畜産課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の説明、質疑、討

論、採決 

○若松委員長 それでは、議案第18号 那須塩原市

牛乳等による地域活性化推進条例の制定について

を議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし
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ます。 

  課長。 

○中山農務畜産課長 （議案第18号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  委員のほうから何かございましたら。 

  星委員、何かありますか。 

○星委員 私ですか。すみません、もしかしたら一

般質問でお答えになったとか、あと条例なんです

けれども、これは市民の方にももちろん周知とい

うか、じゃ、これから条例が定まって、皆さんや

りましょうというふうになったときに、その周知

の仕方とかそういうのはどのように考えていらっ

しゃいますか。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山農務畜産課長 周知につきましては、３月議

会でご決定をいただいたうちに４月の早い時期に

広報にまず載せていきたいなと思っております。

その際には一般質問の中で歴史的背景という話も

あったものですから、その辺も少し触れさせてい

ただいて、こういった条例ができましたので、ご

協力くださいという意味で、広報に掲載をしてい

きたいと思っております。それ以降につきまして

は、今度は実際に乾杯をいろいろなところでやっ

ていただきたいと思っておりますので、機会を捉

えまして、この趣旨に賛同していただけるところ

ではもちろん牛乳なんかも提供して乾杯をしてい

ただくということで考えております。その際には、

市の行事だけじゃなくて、地域の行事でもこの趣

旨に合っていれば、全部提供できるかはわかりま

せんが、牛乳等の提供をして、乾杯に協力してい

ただきたいなと思っております。 

○若松委員長 星委員。 

○星委員 申し込みすれば牛乳の提供もあるという、

そこは会費から出すとかということなんですか。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山農務畜産課長 予算の関係になってきてしま

いますが、ある程度の数の牛乳は用意をしたいと

考えておりますので、あらかじめ早い者勝ちにな

ってしまうかもしれませんが、牛乳と、もしもコ

ップまでということであれば、その辺までちょっ

と考えて、簡単なプラスチックの小さいコップだ

と思いますが、その辺もちょっと考えていきたい

なというふうに考えております。 

  以上です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  星委員。 

○星委員 すみません、子どもたち、例えば学校と

かでこういう条例ができたよと、給食のときとか

にいろいろな給食の説明があるんですが、そうい

うときに例えば教育委員会の方とも話し合って、

給食のときに教えてもらうか、また、食育の時間

とかに那須塩原市はということで、子どもたちに

も教えていくということはありますか。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山農務畜産課長 小学校、中学校はもちろん牛

乳が給食で提供されております。学校の場面で乾

杯というのはちょっとなさそうなんですが、チラ

シとか、今考えているのはコースターとか、そん

な趣旨を書いたコースターを牛乳で乾杯しましょ

うぐらいの話になりますけれども、そんなものを

配っていきたいなというふうに考えております。 

  以上です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○星委員 はい、ありがとうございます。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 今、星委員がるる説明をさせていただ

いたんで、大体わかっているんですが、２条にそ
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のために必要な措置をすると、市は。その中でさ

っきの予算関係がついて回ると思うんですが、そ

の必要な措置の中で、予算をずっと毎年そういっ

たＰＲとか乾杯等々をやっていただく宴会関係の

中で、申し込みがある場合持っていきますよとい

う中で、必要な措置ということで、これ持続可能

に毎年予算をとって、そういったＰＲ活動を続け

ていくというのをちょっと確認させていただきた

いと思います。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山農務畜産課長 予算措置になりますとなかな

か難しい部分というのが出てくるかとは思ってお

りますが、しばらくはＰＲを、もちろん条例をつ

くりますので、そのＰＲをしていきたいなという

ふうに考えております。今までは牛乳の試飲とい

う形でＰＲをしてきたわけなんですが、予算の中

でもお話をさせていただきたいと思っておりまし

た。これからは先ほど食事に牛乳等を取り入れて

もらう。これは具体的に予算を使う事業としては、

例えば高校で調理実習の時間、あるいは市の公民

館で行う講座の時間で牛乳等を使うような料理が

あれば、その食材として牛乳や乳製品の提供をし

ていきたいなと思っております。なぜこのような

ことを行っていくかといいますと、調理実習しま

すと、多くの人は家に帰って再現して家族に食べ

させるとか、そういったことをしてもらえますの

で、少し普及が広まるのかなというふうに考えて

おります。 

  それ以外でもまた予算の話になってしまいます

が、27年度は県の牛乳普及協会とタイアップしま

して、牛乳レシピコンテストというところに参加

をさせていただいて、とてもいいレシピができれ

ば、これは将来にわたっては市の料理というんで

すか、どこかで提供してもらえるようなことにつ

ながってければいいのかなというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 わかりました。本当にこの条例つくっ

ていただいて、市民にＰＲをし、消費拡大等を図

っていくということは本当に大事なことだろうと

思っております。 

  そんな中で、私ども消費している人は北海道の

牛乳かどうか全くわからないでみんな飲んでいる

方というのは一般市民の感情でありますんで、本

市の生産というものをどこまでこの条例によって

生産価値を上げていって、消費につなげるかとい

う工夫があるのかどうか。私ども消費者は、どこ

の牛乳を飲んでいるかというのが全くわからない

でやっているというのをどう差別化をし、ＰＲし

ていくのかというものもちょっと説明をお願いし

ます。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山農務畜産課長 ただいまのご質問、大変難し

いところでして、北海道の牛乳が実際には流通で

この地域でも売られている。ちょっと牛乳、生乳

がどうなるかという仕組みは大変難しいんですが、

全国を地域に分けまして、この辺だと関東という

ところで、主にこの那須塩原市の生乳は牛乳向け

が多いんですね。大消費地を控えておりますので、

生乳自体は全て生産調整がされております。現在

のところ調整はされておりますが、まだ不足して

いる状態ということになっております。まずは牛

乳向けになっております。残ると、それが加工さ

れて、最終的には加工品、一番最後はバターとい

うことなんで、バター不足が起こったということ

でございます。 

  関東地域で流通がされていますので、ただ、そ

れは違うブランドになってしまって、那須塩原市

かどうかというのはちょっと見えにくいかなと思
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いますが、ここの地域ということで、何種類かは

もちろんここでつくられて販売もされていますの

で、そういったところは関係する団体、酪農協と

か協議を進めて、なるべくうまく売っていけるよ

うな、すぐにどういうふうにというのはなかなか

難しいんですが、そんな方策を考えていきたいな

と思っております。 

  また、牛乳で乾杯をするような条例をつくると

いう話を酪農協等にしたところ、乾杯するんであ

れば、小さな乾杯用の容器をつくるというのも一

つ手はあるよということを言われております。た

だ、お金がかかってしまうのでという、そこはち

ょっと難しいところなんですが、行く行くはそん

なものも考えられたらいいなという考えでありま

す。 

  以上です。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 よくわかりました。精一杯努力をして

いただいて、そうしますと全体的に消費の拡大、

それがひいては地元の生産者の生産意欲とか、そ

ういったものも図れますよというものの中で、そ

の中で２条の市で必要な措置の中で、当然今回10

周年の中でるる、いろいろなイベントがあります

んで、その中で乾杯、乾杯ということで牛乳が出

ると思いますんで、その牛乳の銘柄はどこを設定

し、市で必要な措置を講じていくのかということ

をちょっと参考に意見を聞かせてください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 どこの牛乳を使うかというの

は大変難しいところですが、７種類ほどあるとい

うふうに考えておりまして、もちろん直接生産さ

れてくるところもあれば、ちょっと名前は変わっ

ていますが、この地の生乳が使われているもの。

その７種類の牛乳につきましては、昨年のねんり

んピックで全てそろえて、外部から来られた方に

飲んでもらおうということをやったんですが、あ

いにくの天気で余り消費がされなかったというと

ころがありますが、そういったものを並べて、こ

の地でつくられた生乳が入っている牛乳はこれで

すよということでお示ししていければなというふ

うに考えております。 

  あと、公平性というのももちろんありますので、

どこかの牛乳だけを使うとか、そんなことはしな

いように、あるイベントではこちらを使ったら、

次のイベントは違う牛乳を使う。できれば全体を

並べてはみたいなと思うんですが、手に入るかど

うかというのもありますので、その辺はちょっと

検討させていただきながら進めていきたいと思っ

ております。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 苦労されているのはわかりますんで、

ひとつその点はしっかりと取り組んでいただきた

いと思います。 

  余談になりますが、地酒で乾杯という条例を県

でつくって、それぞれの地域でも市条例の中で生

かしてやっている地域もあります。私どもはそれ

でも条例はつくってないけれども、そういったも

のに従って乾杯をしようとすると日本酒で乾杯を

したり、アルコール類ならいいんだよということ

でやっているんで、やはりその中で我々も地域も

協力している面もあるんで、やはりしっかりとそ

ういったものを市民に周知をしまして、徹底して

この地元の生乳生産一をみんなで誇りを持って、

それで消費拡大にもつながるように、条例の中で

取り組んでいたければと思うんで、よろしくお願

いしたいと思っております。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかに。 

  齋藤委員。 
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○齋藤委員 自分は会派代表質問をさせていただい

て、また答弁もいただいているところなんですが、

この牛乳等による条例を制定するに当たって、先

ほどから委員からも出ているように、この前文に

も書いてあるように、消費拡大という部分に関し

ましては、当然これ市民向けの条例制定というこ

とで、以前に当然北海道の中標津でもこの条例が

もう既にでき上がっていたと。昨年の４月にまた

２カ所目ができているということで、その地域に

よっては、この那須塩原市独自の独特の地域の塩

原温泉あるいは板室温泉を控えているという地域

ではほかではちょっと違う体系という中で、この

条例を制定する中で、消費拡大の中で、やはり一

番乾杯的に消費拡大で使うというのは旅館、ホテ

ル等に宿泊した方々も多いんじゃないかというと

ころで、これからインバウンドを推進する中で、

韓国の方というのは、飲む前に必ず牛乳を飲みな

がら間に飲んでいくという習慣が多分今でもある

と思いますので、そういう中で、この制定をする

中で、この観光地、独特の地域、那須塩原におい

てのそういう枠組みを検討されたのかどうかとい

うのをちょっと聞きたいというふうに思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 枠組み、確かに観光地ですの

で、そこでこの那須塩原市産牛乳を使ってもらっ

て、知ってもらうというのは重要なことだと思う

んですね。遠方から来られる方はこの牛乳はどこ

で買えるんですかという、そういった問い合わせ

もたくさんではないんですが、飲んでみておいし

いと、どこで買えるんですかということもありま

す。ただ、どこで買えるかというのは、売ってい

る場所が少ないんですね。全種類がそろうところ

はそうありませんので、この条例を策定するに当

たって、ミルクスタンドのようなものを考えても

面白いなとか、ミルクスタンドは実際水戸駅にあ

りますので、それは茨城県の牛乳普及協会がつく

っていたと思いますんで、そういったものをもし

も那須塩原市にできたらいいな。ただ、いきなり

つくってしまうのも難しいので、４月以降試験的

に駅前でちょっとやってみるとか、そういうのは

できるかなと思っております。 

  それと、先ほど申し上げました、今度は牛乳を

飲むだけでなくて、食べるということで考えます

と、レシピコンテストでいいものができれば、旅

館の中で提供してもらってもいいのかなと思いま

す。一定の基準をつくって、このレシピは那須塩

原市オリジナルで、那須塩原市内の旅館で提供さ

れるものです。多少料理ですから、中身が例えば

中に入るものも多少変わってしまうかもしれませ

んが、そんなものまで発展できれば、一つのこう

やって牛乳をつくっているんですよというＰＲを

しながら、こういったおいしい料理になりました

と。そういう方法でのＰＲもできるのかなと考え

ておりました。 

  以上です。 

○齋藤委員 大変今後の課題として非常にいい課題

だというふうに思います。訪れた方々に関しまし

ても、当然そういうなぜチーズが出るんだ、なぜ

牛乳なんですかという逆発想で、いや、実はここ

が本州一の生産額を誇っている地域なんですよと

いうのがもう自然とＰＲできると。先ほど課長が

答弁の中で、組合の中で乾杯的な容器を発案して、

そういう考えも組合のほうでもちょっと持ってい

ただいているということで、確かに牛乳をコップ

１杯飲んでから、家庭でもそうですし、お父さん

方はそれから飲もうという、量的に飲みたくない、

水も飲みたくないで、アルコールを飲みたいとい

う部分もあるでしょうし、そういう小さい一口で

飲めるサイズの本当に乾杯的なものの容器を発案
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していただければ、さらに市民にも普及になるん

ではないかなというふうに思うんですね。その辺

できれば市のほうでその容器的な提供は補助を今

後考えていただければ、牛乳を渡すんではなくて、

そういうものがあれば、さらなる認識づけになる

んではないかなというふうに思うんです。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 今のご質問、ご指摘のところ

なんですが、質問の答弁の中でもお答えしている

部分があります。那須拓陽高校とオリジナル乳製

品の開発をしていきたいなと思っております。こ

れはどんなものかといいますと、飲むヨーグルト

とか乳酸飲料のイメージですね。チーズとかそう

いうものですと、なかなか難しいというところが

ありまして、今開発を進めようということで、話

がもうできております。そうしますと、本当のオ

リジナル製品になりますので、それがオリジナル

の小さな容器に詰めていただいて、ですと、純粋

な牛乳ではありませんが、飲むヨーグルトですと

皆さん、結構誰でも飲めるのかなと思いますので、

そういったところまで持っていければ。なおかつ

それも場合によっては販売、提供だけではなくて、

どこかの道の駅とか、そういったところでここに

ありますよということで販売もできればいいのか

なと思っております。ちょっと壮大な計画になっ

てしまうものですから、すぐにということではあ

りませんが、その辺の研究を進め始めたというと

ころでございます。 

  以上です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 ぜひ今の前向きな検討をしていただい

て、ぜひ進んでいただければというふうに思いま

す。 

  以上です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 条例制定についての審査ではあり

ますが、条例について前文、各条についてはどう

こう異議はございません。その中で第２条の措置

について先ほどからいろいろ意見が出ております

んで、私のほうからも措置に関連して質問をさせ

ていただきます。 

  まず、先ほどの説明の中で、条例制定後におい

ては地域の行事に申請があれば牛乳を配布します

よという説明がありましたが、その地域の行事の

範囲ですね。これからご検討されるんでしょうが、

この予算の中から配布する量、そういったものも

考えていかなくてはならない。そして、早い者勝

ちというお話もありました。ただ、これ条例制定

する以上は、年間を通してこの予算で配布できる

ようなことも考えていかなくてはならないと思い

ます。どれだけ来るかはこれからの想定になるん

ですけれども、最初にどどんと要望があって、最

初でなくなって、あともうないですよでは条例を

制定した意味も薄れてしまう。年間を通して配布

できるような範囲というものを考えなくてはなら

ないと思うんですが、現在のところ、地域の行事

の範囲というものをどのように想定しているか、

まずお聞きいたします。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 大変難しいご質問で、例えば

ですが、コミュニティとかそういう単位のお祭り

がありますので、そういうときにやってもらう。

というのは、１人２人というのでは乾杯にもなら

ないと思いますので、何十人とか何百人という単

位でしたらばいいのかなと思っております。その

際には牛乳で乾杯とか、ヨーグルトになればヨー

グルトで乾杯とか、そういった発声をしてもらい
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ながら、一言本州で一番なんですよ、その程度で

いいと思うんですが、これから牛乳をとりましょ

う。そこまで言ってもらえればいいのかなと思っ

ております。ちょっと今どこまでという範囲がな

かなか難しいんですが、例を申し上げますと、そ

ういったコミュニティ単位とか、そういったもの、

あるいは何かのお祭りなんですが、比較的規模の

大きなものであれば対象にしていければなと思っ

ております。 

  あと予算の話もなんですが、今考えております

予算の中では、コップに例えば牛乳をつぎますと、

普通乾杯とこれくらいのコップで大体200㏄入る

んですね。そこに100㏄というのはすごく少なく

見えてしまうんですね。それなんで、200のコッ

プであれば120から150くらい入れると、それらし

く見えますので、そういったもの。あるいはちょ

っと提供するコップを小さくするという手もひと

つありますので、小さなもので、そこで提供でき

れば、そんなところですと、最低でも現行の予算

の中で二千数百杯以上の予算にはなっております

ので、量を少なくすれば、それだけ数もふえると

いうことになりますが、まず市のイベント等から

優先的にやっていきますが、それほど多くの人と

いうのは、例えば畜産フェアで乾杯をしています。

そういったところですと何百人も一緒に集まると

いうことは現実的にはあり得ないですね。周りに

いる人を集めて、200とか300とか、そういった数、

それから、巻狩まつりでもどこかの機会を捉えて

できるのかなと思っておりますが、皆さん、どん

どん流れていってしまいますので、とまってくだ

さい。これがなかなか難しいところで、どこかで

引きとめることを考えてやっていく。あるいは西

那須野ふれあいまつりとか、あとは民間団体です

と青木農業祭もありますんで、そういったところ、

もちろん酪農家の方たくさん来ますから、酪農家

の方に対して牛乳で乾杯というのは何かおかしな

話ではありますが、見学されている方もたくさん

いますので、そういったところからまず始めてい

きたいなというふうに考えております。その上で

予算が足らなくなったら、また補正でと思います

ので。 

  以上です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 わかりました。その中で、今の答

弁の中に2,200杯ぐらいかなということの、これ

は無償で配布する分が2,200杯ということでしょ

うか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 予算を計上した部分は無償と

いうことで、ちょっと細かな話になっております

が、先ほど市内の牛乳ということになりますと、

単価が１ℓで220～230円、高いものは500円ぐらい

まであるんですね。そうすると、どの牛乳を使う

かによってもちょっと量が変わってしまうことも

ありますが、公平になるべく買って、その場所に

お届けをするなりしたいと思っております。そう

いった計算をしますと、大体2,800人分プラスコ

ップをつけてということになります。ちょっと量

を絞れば3,000人分ぐらいになるかなということ

です。 

  以上です。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 すみません、細かな話までお聞き

しましてすみませんが、2,800人というと、市で

無償配布する分だと量的には何キロというか、何

ｔぐらいに該当しますかね。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 
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○中山農務畜産課長 今の段階で420ℓという計算に

なります。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 わかりました。420というと、約

ドラム缶２本。この条例が制定されれば、ドラム

缶２本は今までよりは消費されるという解釈にな

ると思います。どんどん出ていって、予算が足り

なければ何らかの方法でさらに拡大できるんだと

いうことを期待いたしております。 

  それと、先ほど齋藤委員の質問の中でミルクス

タンドという案もあるという、そのミルクスタン

ドについてはもう皆さんご存じのように、各市、

全国でその特産物のスタンドができています。皆

さん御存じの香川県へ行けば、駅でスタンドを出

すと何が出てくるかなと思ったら、うどんのだし

汁が出てくるんですね。そういったことも珍しい

ということで私もテレビの報道で見たことある。

愛媛県行けばミカンのジュースとか、そういった

各地でそういうあれがＰＲにつながると思います

ので、ぜひともミルクスタンドというものも実施

できるようにご検討をいただければと要望して私

の質問を終わります。 

○若松委員長 ほかに。 

  部長。 

○藤田産業観光部長 すみません、ちょっと部をま

たがるような回答になってしまうんで、ちょっと

私のほうからもさせていただきたいんですけれど

も、今回条例つくるという話はやっぱり根底に何

があるかと申しますと、生乳の生産本州一だとい

うようなことで、これは我々にしかない厳とした

事実なものですから、これを生かしたまちづくり

というものを進めていきましょうと。改めてちょ

っと高目のところをみんなで目指して頑張ってい

きましょうというような趣旨のもとに、それをみ

んなで共通認識するためにこの条例をつくったと

いうことでございます。なので、この条例の中に

うたってあるそれぞれの役割だとか、そういうも

のを果たしていただいて、最終的には牛乳の消費

も拡大する。要はまちの活性化もするというため

には、まず市民の皆さんに要は協力いただかなく

てはならないというようなところがございますの

で、まずは第１段階としましては、そこのところ

にちょっと重点を置いた取り組みに平成27年度は

なっているということなのかなというふうに思っ

ています。 

  その中で、私もちょっと一般質問の中でお答え

しましたけれども、要は協働のパートナーをつく

るということが一番大切。その次に要は生乳を使

ったら、うまいものをつくっていきましょうと。

それも大切。あとは売る場もつくっていかなくて

はならない。あとは見せるものをつくっていかな

ければならないということからしますと、齋藤議

員のほうも言われていましたけれども、やっぱり

農観商工連携というものを生乳でやっていかなく

てはならないというのが最大のテーマだと思って

います。今まで農観商工、農観商工と言葉だけ踊

っていますけれども、何をやっているかというと、

年間に１つくらいのブランド品を認定するだけ。

そういうことで実態があるのかというとないんで、

今度は本当にこの生乳というのをテーマに、この

農観商工というものをきちっと連携していきなが

ら、今言ったように、うまいものをつくったり、

要は売る場をつくったり、見せるものをつくった

りとかというようなところで本市のブランドメッ

セージですね。生乳本州一というのはブランドメ

ッセージだと思っていますので、名実ともにブラ

ンドメッセージにしていきたいというのがこの条

例をつくった根底にある眼目だということでご理

解いただければと思うんですけれども、そんな取

り組みをこれから関係するところの機関あるいは
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市民の皆さんと議論しながらしっかりやってまい

りたいというふうに思っているというところでご

ざいます。 

○磯飛副委員長 ぜひお願いします。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  星委員。 

○星委員 すみません、今説明いただいた中で思っ

たんですけれども、やはり私としてはどうしても

主婦目線で見てしまうんですけれども、市民の方

にやはりそれを認知してもらうというのが一番だ

と思うんですが、例えば毎日の買い物の中でスー

パーとかで宣伝、のぼりをつくっても何でもそう

なんですけれども、例えばさっき言っていた那須

塩原市産の牛乳もあれば、北海道産の牛乳もある。

いろいろな牛乳がある中で那須塩原市のまずは牛

乳を選んでもらうというのも大事だと思うんで、

那須塩原市の牛乳で乾杯、条例とかと書いてしま

うとちょっとあれなんですけれども、のぼりみた

いなのをつくって、そのフェアじゃないけれども、

那須塩原市の牛乳生産フェアみたいな、そんなの

でちょっと企画的なものを仕掛けていきながら、

あれ、こういうのもあるんだと。最初はそんなに

目にとまらないかもしれないけれども、定期的に

やっていく中で、那須塩原市の牛乳を飲もうとい

うふうに意識づけ、主婦から意識づけというのも

すごく大事かなとは思ったんですが、そういった

こともスーパーと連携してやるということはでき

るんでしょうか。那須塩原市の牛乳の要はフェア

みたいなもの。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 ただいまの件ですが、全くで

きないというわけじゃないと思っております。私

どもで27年度の予算でのぼり旗もつくろうと思っ

てますんで、その辺まだ具体的にどういう図案に

するかまでは決まってないので、そういったもの

に使えるようなものをつくって、スーパー等に、

もちろん産業観光部としてやっていくわけなので、

協力を得ながら、全部がやってくれるかどうかは

別ですが、なるべくそういったところで協力して

もらえるようお願いをしながら、今おっしゃった

ような取り組みを進めていければと思っておりま

す。 

  以上です。 

○星委員 お願いします。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号 那須塩原市牛乳等による地域活性

化推進条例の制定については原案のとおり可決す

べきものとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  じゃ、10分間休憩といたします。 
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休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○若松委員長 これより産業環境常任委員会を予算

常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第６号 平成27年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長、お願いします。 

○中山農務畜産課長 （議案第６号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、委員の質

疑、意見等をお受けいたします。 

  質疑はございますか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 まず、75ページからお聞きしたいと思

います。 

  先ほどの指定廃棄物の一時保管施設の保管管理

の委託に関して、現在、農地にビニールシートを、

8,000㏃以上のものを56カ所埋めているというこ

とで、それを委託をして監視していただいている

ということで、万が一この部分に不備が生じて外

に漏れるというか、そういう場合の連絡と、ある

いは処置というのはどのようにこの中でなってい

るんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

○中山農務畜産課長 この施設につきましては、56

カ所ということで、各農家の農地の片隅につくら

れておりますので、何か異常があればすぐ連絡し

てくださいということで農家にお願いをしており

ます。農家の委任状をもらいまして、そういった

ことで見ておいてくださいねということでお願い

はしております。 

○齋藤委員 わかりました。 

  次に、82ページ、先ほど1,683万円の那須夏秋

どりイチゴとアスパラガスの生産に関して、主に

そのパイプハウスの設置だということで、当然規

模とその大きさというものはあると思うんですが、

これは何台分というか、台数では計算できるのか、

その辺あれなんですが、どのぐらいの予定なんで

しょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 まず、金額にしますと、標準

的なという話になってしまいますが、61万8,000

円、１棟当たりですね。そういったもののパイプ

ハウスで、大きさは県の補助金も関係しますので、

52.5坪以上ということでございます。それを５棟

ということで考えております。それ以外にも土壌

消毒の補助とか親株購入の補助というものもござ

います。 

  以上です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 了解しました。 

  では、次に、83ページに関して、畜産振興対策

費の中の先ほどご説明の中に那須塩原市畜産フェ

アが95万円ほど増額になって、今回175万円とい

う金額が90万円の上乗せになっておりますけれど

も、これは10周年の冠ついてということなんで、

主にこの増額費を充てるものに関してイベントと
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いうか、増額分をどういうふうに使うのかを質問

したいと思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  中山課長。 

○中山農務畜産課長 すみません、出店団体が例え

ば和牛の肥育部会とか和牛部会とかいろいろな部

会、農協の関係とか、拓陽高校も入っていれば農

協、酪農協とか入るわけなんですが、そういった

ところで少しイベントを大きくしてもらおうとい

うのが一つあります。 

  それ以外に10周年ですので、ちょっとお土産を

つけようか。焼肉をされる方にチケット買ってい

ただいた方には少しお土産をつけようかなという

ことで考えております。それが結構な額になって

しまうので、この増加の理由ということになりま

す。お土産だけでも55万円ぐらいになってしまう

んです。焼肉のチケットは前売りが700枚、当日

売り30枚、合計730枚ということで考えておりま

す。 

〔発言する人あり〕 

○中山農務畜産課長 物は那須塩原市ブランドの行

木でつくったしおりってご存じですか。そういっ

たものとか、あとはチーズをつけたいなというふ

うに今のところ考えております。 

  以上です。 

○齋藤委員 わかりました。この畜産フェアで特に

焼肉関係が非常に好評で、前売り、聞くところに

よると、もう８時半でしたっけ、９時でしたっけ、

発売同時に３カ所全て30分程度で完売になるとい

うことで、年々ふやしてきているということで、

今回お土産的に地域のブランドというか、チーズ

等のお土産をつけてあげるということでわかりま

した。了解しました。 

○若松委員長 いいですか。 

○齋藤委員 はい。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 まず、75ページの環境保全費の中

で、先ほど齋藤委員のほうから質問がありました

指定廃棄物の隔離、一時保管施設の保管管理、そ

れについて56カ所との説明がありましたが、地区

別に何カ所あるかお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

○若目田畜産振興係長 地区別ということで手元資

料はないんですけれども、約半分が黒磯地区、３

割が西那須野地区、残り２割が塩原地区というこ

とで計56カ所というおおよその割合になっており

ます。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○磯飛副委員長 わかりました。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 次が82ページ、１項３目就農促進

後継者対策費の中の負担金補助金の青年就農給付

金経営開始型事業、18名という説明がありました

が、まず、この内容の説明と前年のどういうもの

で何件あったかというような事例をお聞かせくだ

さい。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

○相馬農業振興係長 青年就農給付金につきまして

は、国の補助制度でございまして、新規の就農者、

年齢的に45歳未満の者を対象としております。ほ

とんど方が新規参入とか、農家の後継者なんだけ

れども、新規部門の開設というような方が対象に

なっております。そうでないと対象にならないと

いうことです。もちろんその方がもう今後は自分

が経営主になっていくよということで農地の取得

であったり機械も取得していますとか、出荷、販

売の名義も自分だよと。経理関係も自分です。申

告も自分でやりますというようなところで経営を
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開始しましたというところを市のほうで認めて、

そういった方について、それから５年間、年間

150万円を給付するものです。26年度につきまし

ては、12名の方が受給をしております。27年度に

つきましては18名ということで、今後ふえていく

だろうという見込みで計上しております。 

○磯飛副委員長 どんな分野。 

○相馬農業振興係長 分野的には園芸作物であった

り、和牛の繁殖のほうが多いですね。あと水稲が

一部ございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 ありがとうございました。こうい

う制度があるということを農業を現在やっていて、

後継に当たる方がこういう制度があるというのは

わかりやすいと思うんですが、新たに就農すると

いう方はこの制度というのはどのように周知して

いるんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

○相馬農業振興係長 大体その新たに就農したいと

いう方については、私どものほうの窓口、もしく

は県の那須農業振興事務所の窓口に来てくださる

んですが、そのときにこういう制度があるよと。

給付金だけじゃなくて、いろいろな制度もご案内

しているところで、そういった場面でお話をさせ

ていただいて、ぜひご活用を検討いただくという

ふうにしております。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 なぜこんな質問したかというと、

これ質問にしていいかどうかわからないんですけ

れども、私の近所で酪農家の息子さんがどこかへ

勤めていたんですけれども、勤めをやめて園芸栽

培というんですか、それを２年前か去年か始まっ

たんですね。ビニールハウスをかけてレタスを主

につくっている。その人がこれわかっていて、こ

ういうのを該当して利用してやっているかどうか、

非常に気になったものですから、質問したんです

けれども、これはこの会議で個人的な問題なので、

後でお尋ねしたいと思います。 

  あと、83ページの１項５目、畜産業費の中で新

規の乳酸菌分離培養、内容等説明いただきまして、

内容はわかりました。小山高専で研究するまでは

説明あったんですが、研究した結果をどのように

活用するかお考えがありましたらお聞かせくださ

い。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山農務畜産課長 ちょっと説明が漏れていまし

た。この先ということになるわけなんですが、こ

こで小山高専で乳酸菌ですといって分離をしても

らいますと、実際には遺伝子検査までやるんです

ね。明らかに乳酸菌でないと、これ使えませんの

で、そういったところで、じゃ、できましたとい

うことで試料としてもらいます。 

  ただ、大変量が少ないので、この少ない量を今

度は拓陽高校に持ち込みまして、その中でまず乳

酸菌の量をふやす必要があるんですね。そのある

程度の量ができますと、今度は材料として使える

わけなんです。その取り組みにつきましては、一

定量ができたらば、今度は拓陽高校で１日に300

㎏ぐらいの生乳が生産されておりますので、材料

はあると。それとあわせまして、ヨーグルトをつ

くるという、まず授業として行う。それがまず１

つです。それですと、研究開発になかなかつなが

りませんので、拓陽高校にお願いをしましたとこ

ろ、拓陽高校で乳酸菌同好会をつくってもいいと

いう話がありまして、いきなりクラブというわけ

にいかないんですが、まずはそういう何人か集ま

って同好会をつくって、そこに地域おこし協力隊

を、その授業を含めてなんですが、参画させて、

実験をしていければ、新たなオリジナル乳製品の

開発につながるのかなということで考えておりま



－195－ 

す。 

  実は予算の話になってしまうんですが、４月

早々からもう開始ということになりますので、26

年度の中で市長とも相談しまして、予備費で拓陽

高校に不足している機材、一部購入をしまして、

間もなく入る予定です。使う乳酸菌につきまして

も既に小山高専で分離を始めてもらっているもの

もあります。ここを新たに今回の27年度予算とい

うのはまだ足らないということで、まだ継続して

分離を続けてもらっていることの予算になってお

ります。 

  子どもたちがここにかかわるというのは、まず

ヨーグルトとはこんなふうにできるんですよ。も

ちろん授業でもチーズとかもやるようなんですが、

そういった取り組みを通して興味を持ってもらい

たいと思っております。当然拓陽高校に牛部なる

牛を飼うクラブもあるんですね。そういったとこ

ろも含めていろいろな興味を持ってもらって、行

く行くは酪農もちゃんと継ごうとか、あるいは乳

酸菌を活用するような、あるいは乳製品をつくる

ようなところに勤めてもらってもいいですし、も

っと先に進みますと、じゃ、私はそういったヨー

グルト工場をつくりたい。起業してもらえたらも

っといいなと思っております。そういったところ

につなげていきたいなと思っております。 

  あわせまして、拓陽高校にちょっとお願いをし

ているのは、乳製品を使った何かスイーツでもい

いし、料理でもいいし、食物文化科というところ

もありますので、昔は家政科と言ったんですが、

そういったところで料理とかスイーツとかちょっ

とつくってもらえませんかということで、ちょっ

と今お願いをしている最中です。その中で１つで

も２つでも新たなものができて、みるマンジェの

ように、どこかで本当に商品となって流通できれ

ば、拓陽高校プロデュースのものになるというこ

とで、そういったところでの活性化につながって

くるのかなと思います。先ほど説明が不足して申

しわけございませんが、そんなことで考えており

ます。 

〔発言する人あり〕 

○若松委員長 課長。 

○中山農務畜産課長 すみません、申しわけござい

ません。ちょっともう一つだけ、今度の全員協議

会でお知らせをしようと思っていたんですが、こ

の取り組みにつきまして、市と拓陽高校との間で

協力に関する覚書を締結したいと考えていますと

いうことで、お知らせをしようと思っておりまし

た。この日付は条例が施行されます４月１日付で

行いまして、じゃ、一緒に拓陽高校と市と協力し

てやっていきましょうと、そういった趣旨なんで

すが、そういったことで覚書の締結を考えており

ます。後ほどまたお知らせをしたいと思っており

ます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 大変よくわかりました。それで、

この事業というのは、先ほど何かの説明の中にあ

った農観商工連携というような事業等に該当する

ものでしょうか。 

○若松委員長 中山課長。 

○中山農務畜産課長 今、市と拓陽高校で進めよう

としている事業につきましては研究開発まで。と

いいますのも市役所が製造業者になれるわけもな

いですし、教育機関である拓陽高校が絶対無理と

いうわけじゃないんですが、製造していくという

ことでもないんだと思うんですね。今のところ拓

陽高校と地域おこし協力隊が共同で開発したもの

ですということで、民間の事業者につくってもら

いたいなと思っています。そうしますと、市役所、

産官学の共同事業ということになりますので、国

からの補助金が得やすくなったり、まさに農観商
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工連携の事業につながっていくのかなと。そこま

でいければいいなというふうに今のところ考えて

いるところです。 

○磯飛副委員長 よくわかりました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 じゃ、ないようなので、質疑を終了

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号 平成27年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることでご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認め、よって、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 じゃ、執行部のほうでその他何かあ

りますか。 

  はい、どうぞ、課長。 

○中山農務畜産課長 （H26.２月の降雪被害による

農業被害ついて） 

○若松委員長 じゃ、ほかに委員のほうから何かあ

りましたら。 

  中村委員。 

○中村委員 （堆肥センターの指定管理化につい

て） 

○若松委員長 じゃ、ないようなので、以上で農務

畜産課の審査を終了いたします。 

  本当にご苦労さまでございました。 

  ここでお昼のため休憩といたします。 

  １時から始めます。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○若松委員長 じゃ、休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○若松委員長 ただいまから農林整備課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○若松委員長 これより産業環境常任委員会を予算

常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第６号 平成27年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。よろしくお願いします。 

○関谷農林整備課長 （議案第６号について説
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明。） 

○若松委員長 説明ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、各委員から質疑、意

見等をお受けいたします。何かありますか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 88ページの林業振興費の中の新規事業

で植樹祭のマロニエメイツの派遣というのがあり

ますよね。これってどういう意味なんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

課長。 

○関谷農林整備課長 一応マロニエメイツを、要す

るにいろいろな緑の基金とかというところで活用

してくださいというような話があるんですね。今

まではやっていなかったんですけども、今回は10

周年ということなので、植樹祭において、あわせ

て緑の募金等も実施していくので、今回は10周年

なんで、マロニエメイツを呼んで実施したいとい

うことで予算をお願いしたいというところです。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。 

  そのニュアンスがちょっとわからなかったんで、

うちにマロニエメイツいないのに何で派遣なのか

なという、派遣費で来るということでいいんです

よね。 

  あと89ページの有害鳥獣対策事業で、先ほど新

規事業の中に有害鳥獣対策用具・捕獲わな、あと

その下の小型動物用捕獲わなというのがあるんで

すが、それぞれこの個数と、あるいは設置場所と

いうのは、どこら辺を予定しているんでしょうか。 

○若松委員長 関谷課長。 

○関谷農林整備課長 具体的に場所はまだ決まって

はいません。現実的に猟友会とかと打ち合わせし

た場合に、その捕獲用のわなについても、やっぱ

りある程度、市のほうで準備しておいてもらえな

いと、そのあった場合にすぐ対応できないという

話がございましたので、猿とかイノシシというの

は捕獲わななので、消耗品程度で買えるんですけ

ども、ハクビシンとかアライグマというのは、あ

る程度おりの形になると金額が張るので、備品と

いう形である程度の個数を市のほうで用意してお

いて、猟友会のほうから依頼があったら、もしく

は個人の方でも、その被害があって、そういうも

のがないのでという話になった場合に、貸し出せ

るために準備しておきたいということで予算計上

しました。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 それ具体的に個数というのはあるんで

すか。 

○若松委員長 関谷課長。 

○関谷農林整備課長 大体、五、六十個ぐらいを一

応考えているんですけど、イノシシ、鹿について

は。ハクビシンのほうにつきましては、５台ぐら

いを用意しておきたいということで計上させてい

ただいています。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 88ページ、２項１目林業振興費、

先ほど齋藤委員のほうから質問ありました10周年

記念の植樹祭についての内容をお聞かせください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○関谷農林整備課長 一応時期については、巻狩ま

つりに合わせて、黒磯の河畔公園で実施できれば

というふうに考えております。 

  内容については、市の花になるヤシオツツジを

植えて、市の関係者及びその林業の関係者、マロ

ニエメイツも含めて、その植樹祭という形で実施

していきたいというふうに考えています。 

○若松委員長 磯飛委員。 
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○磯飛副委員長 細かいことを聞くようですが、巻

狩まつりの河畔公園に植樹するということですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○関谷農林整備課長 できれば河畔公園の反対側の

石の舞台というのがありますよね。あっち側でで

きれば、やれればというふうに、川のほうだとち

ょっとあれなもので、その公園の中のほうでとい

うことで今、都市整備課さんのほうと協議させて

いただいております。 

○若松委員長 よろしいですか。ほかにございませ

んか。 

○磯飛副委員長 それでは、委員長のほうで質問が

あるので進行を交代します。 

  若松委員。 

○若松委員長 89ページのハクビシンとアライグマ

ということで出たんですけども、これは有害駆除

対象になったんでしょうか。 

○磯飛副委員長 課長。 

○関谷農林整備課長 ハクビシンとかアライグマと

いうのは、基本的に県内では被害がありまして、

那須塩原市はないんですけども、あとは自己対策

をしている人が結構いるんですね。ハウスの周り

に電柵、自分でイチゴハウスとか、ああいうとこ

でやっている人がいるんですけれども、基本的に

有害というよりは、その被害があるということで

あれば、捕獲の対象になるというふうに考えてお

ります。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 農家から捕まえたんだけどと、電話

入れたと思うんですけども。担当課のほうに電話

入れたような記憶があるんですよね。そのときは

対象になっていないから逃がしてくださいと言わ

れて逃がしちゃったんですけど、いつごろからな

ったのかなと思いましてね、対象の時期が。 

○磯飛副委員長 関谷課長。 

○関谷農林整備課長 すみません、ちょっと調べて。 

  ちょっと時期についてわからないんですけど、

今、確認します。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 有害駆除の費用の問題、予算が出て

いたと思うんですが。 

○磯飛副委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時２３分 

 

○磯飛副委員長 それでは、休憩前に引き続き再開

いたします。 

  若松委員。 

○若松委員長 89ページの有害対策について、わな

のことが出ているんですけども、あとこれは費用

面では例えば１頭について幾らぐらい出るのか。

それともこの費用では出ないんですか。全部含ま

れているんですか。例えば、イノシシ、鹿、猿と

か。 

○磯飛副委員長 課長。 

○関谷農林整備課長 例年どおりの形で捕獲につい

ては出す予定でございます。今までどおりの形で。 

 失礼しました。猿と鹿とイノシシについては、捕

獲として１頭5,000円の補助が出る予定です。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 大きさ関係なく猿も、鹿も、イノシ

シも5,000円ということでよろしいですか。 

○磯飛副委員長 課長。 

○関谷農林整備課長 鹿、猿については、それにな

ります。それと、県からお金がおりてきて、鳥獣

対策協議会からの補助金もありますので、ちょっ

と去年の値段を忘れちゃったんですけど、26年度
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同額は出る予算計上です。たしか成獣と幼獣で額

が違うと思うんですけれども。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 それで、他市町村と比較しては申し

わけないんですけども、隣町の那須町ではかなり

の補助が出ているそうなんですよね、１頭につき。

その差額というのは、これそこまでは那須塩原市

では盛っていけないんですか。 

○磯飛副委員長 課長。 

○関谷農林整備課長 ちょっとその辺は担当の方に

確認した部分があるんですけど、猿、ニホンジカ、

イノシシの捕獲頭数って、議会でも市長が答弁し

ているように、近隣市町村から比べると、圧倒的

に那須塩原市は数が多いんですよね。ほかは捕っ

ている頭数が少ないので、ある程度１頭当たりに

対する金を高く払ってもやれるという部分があり

ますけども、うちのほうの実績でいうと去年、イ

ノシシが58頭、鹿が78頭、猿については183頭と

いう形で、量的にかなりほかの町村よりも猟友会

の方々が頑張って捕ってくださっているという実

績があるので、それに対して那須町さんとかと同

じ額にしちゃうと、ちょっと費用的にかなり大き

くなっちゃうんで、現状では今後の課題だという

ふうには考えているんですけど、なかなかいきな

りそこの額まではちょっと上げられないというの

が現状です。 

  それで、今までは捕ったら幾らという委託料だ

った部分が弾代と、捕ったら１頭幾らというだけ

だったんですけども、実際にはイノシシとか鹿、

出たら猟友会の人に巡回狩猟していただいている

んですよね。例えば、捕らなくても。ということ

で、ことしからは委託料の中で、車で歩いていた

だいたガソリン代、それに足りるかどうかという

ことはまだ疑問なんですけど、ある程度、その各

猟友会のお手伝いいただいてということで、委託

費として猟友会にお金が入るような予算計上には

一応来年度からさせていただく予定です。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 わかりました。 

  あと、有害鳥獣捕獲周知チラシということなん

ですけど、これはどの辺をどんなふうに折り込み

しているんだかと。 

  あとは火薬の購入の件なんですけども、どうし

ても力がないと、猟友会としては前もって買わな

くちゃなんないわけですね。全部持ち出しなんで

す。そういうこともちょっと検討してもらえない

かという要望があったんもんですから、全てが持

ち出しなんです。 

  だから、例えば、文言はちょっとあれなんです

けども、それにかかわる費用というのが結構出る

わけなんですね。ボランティア全部というわけに

はいかないから。燃料費とか、それからお昼も出

さなくちゃなんない。ジュースも、暑いときはそ

ういうものも、山を歩くからという形のもので、

ほとんど我々猟友会が負担して払わないとできな

いような状態なんです。その辺を何か検討しても

らえないかということだと思うんです。 

○磯飛副委員長 課長。 

○関谷農林整備課長 私は、この間、初めて３月の

初めに市内の猟友会の代表者の人との会議に出さ

せてもらって、その中でおっしゃったような意見

がかなり出ましたので、本当に有害鳥獣も３日で

いいのかとかという話が３日じゃ、ちょっと本当

に田んぼを３日で済むのというような話も出てい

るので、まめに猟友会の皆さんと意見交換をして、

実情に合った鳥獣対策を少しでもしたいというこ

となんで、来年は予算要求前の９月とか10月の時

点でもう一回猟友会の皆さんと話し合いをして、

どういったものが実情に合うのかというのを検討

させていただきたいと思います。まめに意思疎通
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をさせていただきたいというふうには考えており

ます。 

  弾につきましては、大した額ではないんですけ

ども、できれば、ことしにつきましては、４月１

日に狩猟許可を出すということなので、それとあ

わせて委託のほうを契約して出せるものについて

は、できるだけ早く出したいというふうに考えて

おります。 

  先ほど言われましたチラシの件につきましては、

塩原地区だけなんですけども、有害鳥獣駆除をや

りますよという新聞折り込みをやっているんです

ね。その費用、チラシです。 

  先ほどの件の話に答えさせてもらってよろしい

ですか。 

  ハクビシンとかアライグマ、いつから有害鳥獣

になったのかということなんですけども、それは

指定じゃなくて、現実として、そのアライグマと

かハクビシンによって農作物の被害があれば、そ

れは駆除の対象にしていいということで。要する

に、現地を確認したら、それはやっていいという

形のものです。 

○磯飛副委員長 若松委員。 

○若松委員長 一番困るのは、さっきも今聞いたよ

うに、チラシの折り込みが塩原地区ということな

んですけども、年に田植えが終わると、カモ、カ

ラスやりますよね、駆除。そのときに一番危険な

んですよ、小学生とか中学生の通学路。そういう

ところに対してのチラシ配布か何か方法があれば

と思うんですけれどもね。 

○磯飛副委員長 課長。 

○関谷農林整備課長 有害鳥獣の日付については、

市のほうとして、この日やりますよというのが自

治会長さんを通じて回覧とか、学校には通知はし

ております。 

  ですから、チラシというのは、お金がかかる部

分じゃなくて、市が自前でやっているチラシ等に

ついては、また別途消耗品で何月何日にやります

よというのは、やっています。自治会区長連絡協

議会の中でも説明させていただいて周知を図って

いるということです。 

  当然、学校とかというところにも連絡をしてお

ります。 

○磯飛副委員長 じゃ、議事進行を委員長に戻しま

す。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  星委員。 

○星委員 84ページの６款１項６目の農地費なんで

すが、農地対策費の1001事業の新規で圃場整備事

業運営費１団体で８万円てあるんですけれども、

これは圃場整備で、例えば審査会とか、一般質問

にもあったと思うんですけれども、市の境目のと

ころとかも、圃場整備するともっと利便性がよく

なるんじゃないかという話だったんじゃないかな

と思うんですが、そういったこととかに関して、

協議したりとかそういったことの運営費とか、そ

ういうことの、それは関係ないんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○関谷農林整備課長 そういった話し合いも当然な

んですけれども、三本木佐野の圃場整備推進協議

会ということで役員さん18名ぐらいいるんですけ

ども、そういった人らが、要するに大田原の鴻巣

地区との打ち合わせしたり、会議したり、あとは

そのほか先進地の視察をして圃場整備の換地とか、

その利用というものの理解を深めるとか、あとは

講師を呼んで研修をするとかって、運営費ってち

ょっと書いてあるんですけど、どっちかというと、

その事業推進をしていくための市の支援金的な意

味合いで補助金として出していくという考え方で

す。 
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○若松委員長 よろしいですか。 

  星委員。 

○星委員 これからも、そういった圃場整備という

のは進めてやっていくということで、今回は１団

体だけれども、もしかしたら、その審査会とかっ

て結構いろいろな境目があると思うんですけれど

も、そういうところでもそういう、何というのか

な、団体の連絡協議会的なものができるというこ

ともある、可能性としては。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○関谷農林整備課長 当然市境とか、そういうのじ

ゃなくて、今の地域の集落で農家の人が集まって、

うちんとこも圃場整備をやろうという話で意見が

ある程度合意形成されて、推進協議会を立ち上げ

て、正式に推進協議会ということで今度やります

よということで、市のほうに申請をしていただけ

れば、応分の推進していくための費用ということ

でやっていきたい。 

  額的には前に黒磯南部ということで、沼野田和

と木曽畑中と三本木で、やっぱり大田原の金田と

一緒に圃場整備推進やっていたんですね。そのと

きに推進協議会に10万ぐらいの支援金をしていた

という、旧黒磯時代にやっていたということなの

で、それ相当分の、要するに今度三本木佐野でや

るということなので、ほぼ同額の支援はしていき

ましょうということで８万円ということで計上さ

せていただきました。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  人見委員。 

○人見委員 過去大田原と三本木地区は、今は活動

がないんだ。要するに１団体、今回については８

万円だと。過去、黒磯市の場合は10万円だったと

いう経過があるわけなんですけども、それに見合

った金額と説明あったけど、基本的に同じ過去に

戻るような形はとれないんですか。 

○若松委員長 答弁求めます。 

  課長。 

○関谷農林整備課長 要するに10万円がいいか、８

万円がいいかというのは、いろいろな論議がある

と思うんですけども、やっぱり推進協議会で何を

やるかというのが余り具体的になっていないとい

うのが今の現状なので、やっぱりこれから地域の

推進協議会と話し合いながら、こういったものを

やりたいんだという話で、当然推進していかなく

ちゃなんないという経費であれば、それはやって

いく必要があるかと思いますけども、一応現状で

は８万円、当初は８万円ということでやらせてい

ただきたいというような担当課の話であって、ほ

かにももっとかかるんだよという事実がわかれば、

それはそれに基づいて、費用はまた検討させてい

ただきたいというふうに考えております。 

○若松委員長 人見委員。 

○人見委員 確かに今言われたとおり、ただ漠然と

した感覚の中では８万円というのは妥当かもしれ

ない。実際に具体的にこういう金額を立案をして

やっていくんだと。たまたま三本木地区なんかは

非常に大変な状態の中で今後取り組もうとしてい

るわけだよな。そういうことを考えると、やっぱ

りもう少しアップしてもらったほうがいいのかな

という感じがするので、課長の言ったことは十分

受けとめておきたい。 

  ぜひいい方向の形で修正が出された場合は、そ

れ相当の対応をしてもらいたい。これは部長にも

お願いする。 

  以上。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号 平成27年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることでご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうでその他ございました

ら、何か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 委員のほうで何かございますか。 

〔「ちょっと私、一言だけよろしいです

か」と言う人あり〕 

○若松委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 （有害鳥獣対策について） 

○磯飛副委員長 その他。 

  若松委員。 

○若松委員長 （猟友会員の現状について） 

○若松委員長 じゃ、ここで執行部の入れかえのた

め暫時休憩といたします。 

  大変ありがとうございました。 

 

休憩 午後 １時４０分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の部 

○若松委員長 ただいまから商工観光課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、大変ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１９号の説明、質疑、討

論、採決 

○若松委員長 それでは、議案第19号 那須塩原市

観光振興センター条例の制定についてを議題とい

たします。 

  執行部からの提案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第19号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  ここで委員の質疑、意見等をお受けいたします。 

  委員から何かございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 第４条の職員を置くという点です
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が、これは職員でも事務処理的な職員を置くのか、

それとも、観光に精通した、たけた職員を置くの

かの考えをお聞かせください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 あくまで現在の予定でござい

ますが、こちらについては、私どもの商工観光課

の所管施設ということで所長、それから行政の職

員１名、所長については、今なかなか人数、職員

の人数削減の中、厳しいということで、兼務とい

うふうに考えています。専任の職員が１名、それ

から、この施設の管理の一部ですね、それから案

内業務等については、委託を予定しております。 

  そこで、委託のほうの臨時職員が案内のところ

につくというような想定をしております。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結し

ます。 

  これより採決します。 

  議案第19号 那須塩原市観光振興センター条例

の制定については原案のとおり可決すべきものと

することでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○若松委員長 続きまして、ただいまから産業環境

常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第６号 平成27年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第６号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので。 

〔「歳入の説明を省略していいか」と言う

人あり〕 

○若松委員長 今、歳出の説明があったのですが、

歳入の説明はどうしますか。説明をもらいますか。

省略でよろしいですか。 

〔「省略ということで」と言う人あり〕 

○若松委員長 省略ということで。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○若松委員長 はい。 

○藤田商工観光課長 失礼いたしました。 

  省略してはいけない歳出がもう一つありました。 

  （８款土木費の説明。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員から質疑、意見等をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  磯飛委員。 
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○磯飛副委員長 91ページ、１項２目商工振興費の

中の2001事業、新規交流事業女性部並びに、次の

ページの交流事業の専門部、この事業については、

主催はどこになるんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 商工会になります。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 私も一商工会員、商工会に入って

おります。 

  大変交流事業に団体が交流することは大変意義

のある事業だと私も賛同いたしますが、この事業

に対して、商工会の事業であれば、商工会の事業

費の中から捻出して事業をやるべき事業ではない

かと思うんですが、ここに新規に、新しい事業に

対して補助金を出すということ、商工会員として

ありがたく思っていますが、その考えをお聞かせ

ください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 商工会員の副委員長がおっし

ゃるとおり、基本的な考え方は、そういうことだ

と思います。今回、市のほうでこの事業を支援す

るということは、やはり交流促進が図られた先に

は、両商工会のさらなる交流、平たく言うと、合

併とかいうものも見えてくるのかなと、そういっ

た活動もあわせて支援したいというのが政策的な

意図でございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 了解しました。 

  続いて、94ページ、２項２目観光振興費、1001

事業の一番下、盆踊り大会事業で1,550万円の補

助金が計上されておりますが、26年度と比較して、

この金額に変動があるかどうかお聞かせください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 那須塩原市盆踊り大会事業の

155万円、平成26年度と比べて変わりございませ

ん。 

○磯飛副委員長 変わりないですか。 

○藤田商工観光課長 はい。 

○磯飛副委員長 了解です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 92ページの商工イベント推進事業費の

中の新規事業で那須塩原市商工会まつりで50万円

ほど組んでおりますけれども、これの内容等ご説

明願いたいと思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 こちらのほうも補助金の事業

主体は、那須塩原市商工会ということでございま

す。この祭りの商工会の趣旨としましては、通常

行っております人を寄せるイベントというところ

に加えまして、今回の商工会まつりは組織強化を

図る、さらにはビジネスチャンスの拡大を図ると

いう内向きの要素を新たに組み込んで開催したい

というイベントでございます。イベントの内容に

ついては、商工会の中で実行委員会をつくって調

整はしているようでございますが、今私どもで聞

いているものでは、通常の大きなテント、舞台を

設置してのショー的な部分もございますが、ビジ

ネスチャンスの拡大ということで、会員の交流コ

ーナー、それから希望者を募ってその商店といい

ますか、会員の店がブースを張ってそこで自分の

ところの商品の紹介をしたり、そこで商談をした

りというようなコーナーも設けるというような話

を聞いております。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  齋藤委員。 
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○齋藤委員 それについては、了解しました。 

  あともう一つその商工イベント推進事業で今回

大きく変わっているところで、那須野巻狩まつり

事業は1,000万以上上乗せになって、説明では10

周年冠事業だということなんですが、具体的に倍

額になっている内容というのはどのようなもので

考えているんでしょうか。 

○若松委員長 藤田課長。 

○藤田商工観光課長 予算の積み上げのお話になる

と思うんですが、本年度1,800万、27年度も2,800

万と1,000万円の増、一番大きいのがやはりその

時間帯ラジオ局を引っ張ってきてしまって、局自

体をそこにお祭りのところに持ってくる。そのラ

ジオは巻狩まつりを中継しながら間に天気予報が

入ったり、交通情報が入ったりという構成をする

予定をしております。そこの設営費、人件費、ア

ナウンサー等の関係、そういったものを見ている。

それから予算上の積み上げとしましては、貸衣装

をかなり多く見ております。ちょっと数量の問題、

予算の問題で実際にまだ詰め切っていないんです

が、現在の予定では、例えば交通、バスの乗りお

りを補助する誘導員であったり、いろいろなとこ

ろに人を配置していますが、そういった担当者に

も巻狩の衣装を着せてイベントの雰囲気をさらに

醸し出すというようなことを考えております。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。先ほどラジオ局をここ

に配置して生中継というような話だったんですが、

この局に関してはどこの局と契約するんでしょう

か。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 確定はしておりませんが、Ａ

ＭとＦＭと両方、当然栃木放送とＲＡＤＩＯ Ｂ

ＥＲＲＹになりますが、今両方と協議をしており

ます。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 了解しました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号 平成27年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決することでご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の説明、質疑、討

論、採決 

○若松委員長 続きまして、議案第12号 平成27年

度那須塩原市温泉事業特別会計予算を議題といた

します。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 
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○藤田商工観光課長 （議案第12号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、意見等をお受けいたします。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今さらながらの質問なんですけれ

ども、今新規に車両を更新するという話が予算が

計上されたということでお伺いしたいんですが、

この温泉事業、これ塩原温泉だと思うんですが、

管理事務所というか、事務所がどこにあって何人

でどういった管理事業を行っているか、説明をい

ただければ勉強になるのでお願いします。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 管理事務所という特定の事務

所は持ってございませんが、私どもの職員が直営

で管理をしております。通常日常の巡視等につい

ては、業者に委託をしております。ただ、基本的

には直営事務、大体土日なんかに事故が多いんで

すが、そのときには職員が出てきて現場対応に当

たると。お湯の管の漏れているところをとめたり、

当然職員だけではできませんので、そのときには

水道事業者を呼んで一緒に作業に当たるというよ

うなこともやっています。 

  現在、こちら商工観光課の中でその仕事をやっ

ているんですが、やはり現場が塩原ということで、

来年度から平成27年度からは、塩原支所の産業観

光建設課にこの事務を移管するという予定をして

おります。事故が一番やはり利用者に対してデメ

リット、こちらからいうと迷惑をかけるというの

が事故の対応なんです。こちらから行って電話で

様子を聞きながらというのではなくて、やはり一

番現場に近いところがやるべきだろうということ

で、27年度から移管をする予定をしております。 

  職員が実際に事故が起きたときには大変ですけ

れども、通常であれば特別会計の管理、通常の一

つの事業ですので、1.5人前ぐらいというところ

かと思います。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 委託料が計上されていますが、こ

れ管理の委託をお願いしているんだと思うんです

が、どういった会社に委託するんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  藤田課長。 

○藤田商工観光課長 今年度26年度は薄井設備とい

うところに委託をしております。毎年入札で決め

ますので、同じ業者がずっとということにはなら

ないかと思います。 

○若松委員長 よろしいでしょうか。 

○磯飛副委員長 勉強になりました。ありがとうご

ざいました。 

○若松委員長 ほかにないですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議がないものと認めます。 

  討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第12号 平成26年度那須塩原市温泉事業特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものとす

ることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうからその他何かありま

したら。 

  審議監のほうから何かあれば。 

○木下産業観光部政策審議監 （観光局について） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

  委員から何かございますか。 

○藤田産業観光部長 （全協時の報告事項につい

て） 

○若松委員長 ここで暫時休憩といたします。 

  間もなく東日本大震災の発生時刻午後２時46分

を迎えようとしております。犠牲になられました

多くのとうとい命に深く哀悼の意を表し、館内放

送に合わせて１分間の黙祷を捧げたいと思います。

委員並びに職員各位におかれましては、ご起立の

上、館内放送をお待ちの上、ご協力をくださいま

すようよろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

  委員の皆さんから、その他で何かありましたら。 

○齋藤委員 （観光局について） 

○磯飛副委員長 （観光局について） 

○若松委員長 あとほかに。 

  中村委員。 

○中村委員 （観光局について） 

○若松委員長 よろしいでしょうか。 

  ほかにないですか。 

○磯飛副委員長 （ハナモモ植栽の進行状況につい

て） 

○若松委員長 ほかにないですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、商工観光課の審査

を終了いたします。 

  ここで産業観光部長にご挨拶をお願いします。 

○藤田産業観光部長 （挨拶。） 

○若松委員長 以上をもちまして、産業観光部の審

査を終了といたします。 

  産業観光部の皆さん、大変ご苦労さまでござい

ました。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

 

再開 午後 ３時０４分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 委員から何か今までのことについて

ありましたら。 

  事務局から何か連絡ありますか。 

○伊藤書記 （事務局事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 
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○若松委員長 本日はこれで終わります。 

  どうもありがとうございました。あしたまたよ

ろしくお願いします。 

 

散会 午後 ３時０８分 
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産業環境常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

平成２７年３月１２日（木曜日）午前１０時開会 
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委 員 長 若 松 東 征  副 委 員 長 磯 飛   清  

委 員 星   宏 子  委 員 齋 藤 寿 一  

委 員 人 見 菊 一  委 員 中 村 芳 隆  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

生活環境部長 山  﨑     稔 環境管理課長 舟  岡     誠 

環境管理課長 
補 佐 

小  泉  聖  一 環境企画係長 佐  原  勝  美 

環境衛生係長 飯  村  裕  之 環境対策課長 山  田     隆 

環境対策課長 
補佐兼廃棄物 
対 策 室 長 

石  塚  昌  章 公害対策係長 小  髙  裕  一 

廃棄物対策室 
一般廃棄物 
担当副主幹 

河  合     浩 
廃棄物対策室 
産業廃棄物 
担当副主幹 

久  保  裕  史 

那 須 塩 原 
クリーンセンター 
所 長 

月  井  幸  一 
那 須 塩 原 
クリーンセンター 
清 掃 係 長 

大  島  貴  博 

生 活 課 長 橋  本     悟 
生 活 課 長 
補 佐 兼 
生活安全係長 

相  葉  秀  隆 

消費生活係長 岩  波  ひ ろ み 
消 費 生 活 
センター所長 

菊  地  淳  子 

 

出席議会事務局職員 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 
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  ３．審査事項 

   〔生活環境部〕 

    ・生活環境部長挨拶 

   〔環境管理課〕 

    予算審査 

    ・議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１３号 平成２７年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

   〔環境対策課〕 

    予算審査 

    ・議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市一般会計予算 

   〔生活課〕 

    予算審査 

    ・議案第 ６号 平成２７年度那須塩原市一般会計予算 

  ４．その他 

  ５．閉 会 

 



－211－ 

開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○若松委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、産業環境常任委員会を再開

いたします。 

  本日は、生活環境部の審査を行います。 

  委員各位におかれましては慎重なる審査ととも

に、円滑な進行へのご協力をお願い申し上げまし

て挨拶といたします。 

 

────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○若松委員長 それでは、次第により３、審査事項

に入ります。 

  初めに、生活環境部長からご挨拶をお願いしま

す。 

○山﨑生活環境部長 （挨拶。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境管理課の審査 

○若松委員長 ただいまから環境管理課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、大変ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号の、説明、質疑、討

論、採決 

○若松委員長 これより、産業環境常任委員会を予

算常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第６号 平成27年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○舟岡環境管理課長 （議案第６号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  人見委員。 

○人見委員 環境保全費の中の新規の車両360万円、

市の公用車の中で高額な感じがするんだけれども、

内容的にどうなのか。 

○若松委員長 課長。 

○舟岡環境管理課長 公用車の購入ですけれども、

先ほど申しました地球温暖化関係で公用車につき

ましては、再生可能エネルギーとかいろいろ問題

がありますけれども、そういった中で環境管理課

としては電気自動車、これをまず那須塩原市とし

て最初に購入するということで上程させていただ

きました。 

  なお、その急速充電につきましては、管財のほ

うで庁舎内に設置するということで、今回上程さ

せていただきました。 

  以上です。 

○若松委員長 ほかに。 

  星委員。 

○星委員 73ページです。 

  ４款１項５目地球温暖化対策推進事業の4001事

業なんですが、新規で環境家計簿郵便料と書いて

あるんですけれども、これはどのくらいの件数と

いうか、全戸に配るのか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 これは26年度に全戸配布を既

にしております。その成果を各家庭が家計簿につ
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けたものをはがきなどで逆に今度、那須塩原市の

うちの課に返送してもらうというときに、その返

送料として約１万戸、その分を予定させていただ

いています。着払いというか。 

〔「委員長、資料を」と言う人あり〕 

○若松委員長 じゃ資料をお願いいたします。 

○舟岡環境管理課長 今、お配りしている環境家計

簿は、全戸配布と学校からも配布しているので、

家によっては２部いっている方もいらっしゃると

思います。それを今回、既にもう捨てている方が

多分いらっしゃるので、それを最終的に右下の環

境家計簿提出シートということで、こちらを切り

取って返送してもらうための郵便料ということで

ございます。よろしくお願いいたします。 

○若松委員長 星委員。 

○星委員 そうしましたら、これは返送になってき

たものを形としても統計をとって、何かデータと

して残して、またこういう対策を打ちますよとい

う形になってくるんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 まず、このデータを各家庭が

つけることによって、一体どういうふうに今消費

しているかというのを改めてそういう機会を設け

ると。特に一般家庭でいいますと、お子さんと一

緒に、こういうことで省エネ的な部分をやるとい

うことです。 

  市のほうに上ってきたデータについては、当然

統計をとりまして今後の推進のために利用させて

いただきます。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今の関連なんですけれども、今年

度に私の家にもきまして、私の家庭でも４月だけ

やって後は継続できないで断念したんですけれど

も、26年度の返信というか、これの回答はきてい

るんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 まだ現在はきておりません。

それが１年間ということで今回、新年度の着払い

の郵便料ということで。 

  なおかつ、４月だけでもデータ上出していただ

けることを望んでいまして、各イベントをやって

いる団体でもＰＲをうちのほうでもさせてもらっ

て、残り３カ月でいいですから出してくださいと。

まず、そういうきっかけづくりをする１年間とい

うことで、事業を進めさせていただいております。 

  以上です。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今のことは了解しました。 

  次に、71ページ、１項４目環境衛生費の中の

1001事業、先ほどのご説明で黒磯那須共同火葬場

の負担割合の変更があったというご説明を受けま

した。その負担割合の内容をまずお聞かせいただ

けますか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 黒磯那須共同火葬場組合の負

担金につきましては、今まで那須塩原市、那須町、

２分の１の負担割ということで行ってきました。 

  今年度に改正をするということで議会のほうに

も上げさせていただきましたが、那須町と那須塩

原市の人口割に大きなかい離があるということで、

今回の見直しにつきましては、均等割を10％、実

績割を90％ととした率で見直しをさせていただき

ました。それによって大きく那須塩原市のほうが

人口が多いということで、なおかつ実績も多いと

いうことになりますので、負担割合が増額したと

いうことになります。 
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  以上です。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 わかりました。 

  それでは、利用というか使用実績がありました

らば、件数をお聞かせいただきたいと思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 これにつきましては実績割と

いうことで那須塩原市の実績の金額、それと那須

町の実績の金額、そういった中で調整をさせてい

ただいた分がそれによって調整をさせていただい

たということになります。 

  実績につきましては、25年度については那須塩

原市は554件、那須町が316件、合わせて合計で

870件が実績になります。率にしますと、那須塩

原市は63.678％、那須町が36.322％ということで、

その実績で計算をして負担割を決めているという

ことになります。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 あと、その下のほうから火葬場経

費が1,262万9,000円計上されておりますが、大田

原の火葬場を那須塩原市で使用した件数をお聞か

せください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 手元に件数は捉えていません

が、大田原市火葬場につきましては今回、黒磯那

須火葬場組合が変更したものと同じく、均等割

10％、実績割90％というやり方をさせていただい

ております。よろしくお願いいたします。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 よくわかりました。 

  それでもう１点、一番下の墓地管理事業、4001

事業なんですけれども、新規に三島３号墓地のの

り面の崩壊防止基本設計とありますが、これは本

会議で質疑もあったんですけれども、のり面崩壊

ではなくて、墓地調査告知看板とありますが、墓

地調査はどのような内容で実施するかをお聞かせ

ください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 現在、市有墓地といわれる墓

地、西那須野町時代に共同墓地等が西那須野町に

帰属されたものが８カ所ございます。この８カ所

につきましては、全てが当時のままということで、

内容的には区画図、測量図、そういったものが正

直に言ってほとんど漫画図的なものしかございま

せん。 

  そういったことで、古くは昭和30年ころから受

け入れをしているということで、今回新たに全部

に測量をかけるということと、区画ごとの所有者、

墓石も何もないところは看板を立てて所有者の確

認と、そういったことを行う作業、これを年次ご

とに進めるということで、とりあえず２区画だけ

を先行するということです。 

  この２区画がなぜ先かというと、ここが一番空

いているスペースが多いものですから、まずそこ

をとりあえず先に調べるということで考えており

ます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今のご説明のように私の地元にも

二区町の共同町営墓地があって、行ってみると確

かにわからない区画というか、そういったものが

点在している中で、そういう事業をするというこ

とで大変はっきりして結構かなと思うんですが、

町営墓地に関しては事務費というのは各人からい

ただいているんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 現在、管理費はいただいてお
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りません。市営墓地、赤田霊園、塩原のさくら公

園墓地、そちらは管理料をいただいております。 

  今回、なぜこれをやるかというと、同じ市の墓

地であってもその辺の公平さにちょっと欠けると

いうことで、なおかつ、適正な管理をするために

は、やはり管理料をいただかないとそれができな

いということで、そのための今回の測量というこ

とでやらせていただいて、最終的に全部やった後

に使用料関係の見直しというのが那須塩原市であ

りますので、その段階に間に合わせるような形で

管理料についても検討したいなということを考え

ております。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 私は磯飛委員が聞くところをちょうど

聞かれたものですから、公園墓地管理事業の中で、

全協の説明の中では、特に昭和30年から40年にか

けての台帳に不備があったというところで、今回

８カ所をやるということで、今るる内容は聞いた

んですが、そうすると今回この予算で２区画をや

る。そして、先ほど舟岡課長からの説明であって、

次回の見直しまでにその料金の墓地管理料を設定

したいというようなところで間に合わせたいとい

うことなんですが、今回の予算ではありませんけ

れども、残り６区画に関しましてはどういう年次

計画でそこに間に合わせるのか、お聞かせ願いた

いと思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 年次計画につきましては、ま

ず27年度については二区墓地と三島１号墓地、現

在こちらで把握しているものは530区画の情報で

ございます。次に28年度、これにつきましては永

田墓地と二つ室墓地、ここにもやはり530区画ご

ざいます。次に29年度には、上赤田墓地と西赤田

墓地、ここに311区画ございます。それから30年、

三島２号墓地と三島３号墓地、これが347区画。 

  この年次割で全部やれば、1,718区画という区

画が把握されるんですが、なおかつ、そこに空い

ているスペースもきちんと出ますので、そういっ

た部分については当然分譲して貸し出しするとい

うことも含めて、この30年にあわせて管理料のほ

うも随時検討していくということで考えておりま

す。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 じゃ73ページの再生エネルギー推進事

業、5001事業の中で、太陽光発電システムが前年

度より20件減らして380件ということで計上され

ているようでございますが、もうそろそろ頭打ち

なのかなという気がするんですが、平成26年度に

設置した数と、その下にございます蓄電池の設置

費100万円、１件当たり10万円を10件ということ

でございますが、この蓄電池の設置という内容を

詳しく、この２点聞かせいただけますか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 まず、26年度の太陽光発電シ

ステムの設置状況でございますが、既存住宅で

216件、新築住宅で98件、総設置件数314件でござ

います。 

  過去を申し上げますと、25年度では総件数で

412件、24年度で初年度ということで406件という

ことで、件数が徐々に下がってきている状況でご

ざいますので、今回の予算につきましては若干減

らさせていただいております。 

  24年度から26年度のトータル的なことを申し上

げますと、全部で1,132件設置をいたしました。 

  補助金の総額としましては、１億2,824万3,000

円でございますけれども、一般家庭でそれを設置

するのは市の補助金、じゃお客さんが設置した金
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額は一体どのぐらいになるかというのは、ある程

度申請書に書いてありますので、それの総額をま

とめますと24億5,294万7,236円、これがシステム

の設置費で、そのうちの先ほど言いました１億

2,824万3,000円が補助金という扱いでございます。 

  これにつきましては、年々減っていく段階で、

国のほうも取りやめてきていますので、だんだん

その辺は検討したいと思っております。 

  次に、一般家庭用の蓄電池設置補助金ですが、

１件につきまして10万円ということで今回申請を

させていただきました。これにつきましては、停

電時とかいろいろございますので、そういった部

分で家庭用の蓄電池が最近普及をしてきていると

いうことで、太陽光とあわせてさせていただこう

かなということで考えております。３ｋＷ/ｈか

ら５ｋＷ/ｈぐらいの程度ですね。 

  購入しますと、これは100万から200万円ぐらい

の金額なので、そうそう普及はしないと思います

が、那須塩原市としては10万円ということで、実

は隣の大田原市についても10万円ということでも

う既にやっておりまして、この辺は綱引きではご

ざいませんけれども、那須塩原市もやりたいなと

いうことで今回新たに創設させていただきました。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 本当にすばらしいことを考えていただ

いてありがとうございました。 

  そうしますと、今回は10件の補助ですけれども、

将来的に持続可能に件数をふやしたり、需要とバ

ランスを見て、そういったものでこの蓄電池とい

うものに対して支援をしていくのかということを、

もう１回答えてください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 こういった事業につきまして

は、市長公約もありますので、そういった部分で

取り組みさせていただいております。 

  ただ、エンドレスにということは難しいのかな

ということで、あくまで補助金でございますので、

その辺はある程度の経過を見て検討したいなとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 なかなかこういう補助制度は、まだ市

民はわからないと思いますので、結構これは使い

勝手のいいものですので、早い者勝ちという形に

なりかねませんので、その辺を考慮しながら、最

終的にはじゃ人数が多いときには、抽選みたいな

形のものも考えているということでよろしいです

か。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 初年度ですので、10基という

ことで一応考えさせていただいております。 

  ちなみに、大田原市あたりは実績的にいうと40

基ぐらいは出ていますので、応募が多ければ早い

者勝ちというばかりにはいかないと思いますので、

その場合には補正なりをお願いすることになると

思います。よろしくお願いいたします。 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 本当に蓄電池がかなりコンパクトで長

時間使えるというシステムで、電気メーカーがか

なり競争で変わってきておりまして、インターネ

ットのバックアップだとか、いろんなものに使っ

て利用者がふえているのも現実でございますので、

本当にこういう制度をありがとうございます。 

  それと１つ、さっきの電気自動車の件でお聞き

したいんですが、これは環境管理課所管の車だけ

を電気自動車で購入を今後していって、ほかの予

算執行書の中で他のところになってしまうんです

が、何台のこの自動車が購入になっているんです
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が、環境部としては、電気自動車を誘導するとい

うものも考えてはいないんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 皆さんにも多分お配りしてい

ますが、この那須塩原市の地球温暖化対策実行計

画の中にそういった部分がありまして、今後、電

気自動車関係を次世代自動車ということで導入を

促進するということで、足がかりとしてまず環境

管理課がたまたま初代のプリウスをどこまで動く

かということで乗っていたところ、26年度に故障

してバッテリーがもうだめということで、それは

廃車ということで、それの次の車ということで、

今度は電気自動車ということです。 

  環境管理課としての考えているスタンスにつき

ましては、公用車はやはり今後次世代自動車の導

入ということを促進していただきたいなというこ

とで、働きかけているということでございます。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 先ほど中村委員の質問の中で、蓄

電池の設置補助については、件数が多い場合は補

正のほうで対応するというお答えをいただきまし

たが、太陽光システムも減少傾向にあるという中

で、来年度は4,560万円を計上してありますが、

こちらももし申込件数が多かった場合は、打ち切

りしてしまうのか、それとも補正で対応するのか、

その辺の考えをお聞かせください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 補助金ですので打ち切りとい

うことをしているところもあるようでございます

が、今までの経過を見ますとやはり早い者勝ちと

いうわけにも、特に住宅につけるものですから、

件数をオーバーした場合には補正ということです。 

  この380件につきましては、過去の今まで設置

しているデータを平均して想定した件数というこ

とで、多分埋まらないであろうというような想定

の数字でございます。 

  以上です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号 平成27年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることで

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○若松委員長 続きまして、議案第13号 平成27年

度那須塩原市墓地事業特別会計予算を議題といた

します。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○舟岡環境管理課長 （議案第13号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員か

ら質疑、意見等をお受けいたします。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 192ページの塩原温泉さくら公園墓地、

ただいまの説明がありましたように、新規事業の

中に街灯でＬＥＤ化にするということで予算が計

上されておりますが、これは何基を予定している

んでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  舟岡課長。 

○舟岡環境管理課長 現在、３灯ございますので、

実は３灯のうちの１灯の電気が故障して切れてお

ります。したがいまして、３灯全部をＬＥＤ化に

するということで考えております。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号 平成27年度那須塩原市墓地事業特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものとす

ることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうでその他何かございま

すか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○若松委員長 委員のほうから何かございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 （墓地の帰属について） 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、以上で環境管理課

の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境対策課の審査 

○若松委員長 ただいまから環境対策課の審査を行
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います。 

  担当課の皆さんご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○若松委員長 これより、産業環境常任委員会を予

算常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第６号 平成27年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○山田環境対策課長 （議案第６号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 歳出のほうからさせていただきます。 

  ４款衛生費の２項２目ごみ減量化対策事業の中

で、新規事業でごみ減量広報用雑紙袋というのを

先ほど見せていただきましたけれども、この初歩

的な質問をさせていただきますが、この雑紙とい

うものはどういうものの種類になるのかお聞かせ

願いたい。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  山田課長。 

○山田環境対策課長 新聞とチラシについては新聞

とチラシということで出していただく形でして、

おおまかに言えばそれ以外のごみということで、

例えばティッシュの箱であるとか、お菓子の包装

紙、カレンダーであるとか、それとトイレットペ

ーパーの芯だとか、いわゆる新聞とチラシとし

て出す以外の紙というふうなものは全部この雑

紙袋の中に入れて出していただくというルールと

いうか、そういう形になっております。段ボー

ルがありますけれども、その他に属する部分の

ごみという解釈で捉えていただいて結構だと思い

ます。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。 

  そうすると、それは今まで一般のごみ袋の中に

処分していた方も当然いて、今回そういうふうに

分別の認識をつけるということで、１軒１枚ずつ

配布していくということで、そういうものですよ

という認識づけをするのはよくわかりました。 

  今後、その紙袋で認識づけて、じゃ次に出すと

きにどういう種類でその袋を今までのように分別

の袋のように購入させる考えなのか、それとも、

そのもの１枚を買った場合には、どういう出し方

をするのかというお考えを聞きたい。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  山田課長。 

○山田環境対策課長 今回計上させていただくのは、

あくまでもこれは各世帯に１枚ですので、齋藤委

員がおっしゃるように１回出せば、それで終わっ

てしまうんですが、雑紙はほとんど再生というよ

りも燃えるごみに出す可能性が多いものですから、

今回のこの啓発によってきちんと雑紙として出し

ていただくというのが、もちろん目的なんですけ

れども、もしそれでそんなに効果が上がっていか

ないという形であれば、もう一度これをつくって

配るという方法もありますし、最終的に根づいた

形になれば、通常のとおり、普通のお宅の袋、ご

自宅にある自分の袋、この袋に雑紙を入れて、ひ

もで縛って出していただくというのが理想的かな

と思います。とりあえず普通の紙袋という形にな

ります。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。 
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  じゃ今回はそういうものでお配りをするけれど

も、次回からまた２回目の配布になるかどうかは

別として、その後はそういう家庭で空いていると

いうか、その紙袋で出しても結構ですよと。 

  そうすると、今後の周知の仕方と、あとこの雑

紙といわれるものを最終的に処分というか、どう

いうものに再利用されるというか、そういうもの

についてお聞かせください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  山田課長。 

○山田環境対策課長 では、係長のほうから。 

○若松委員長 係長。 

○河合廃棄物対策室一般廃棄物担当副主幹 雑紙の

リサイクル方法なんですけれども、これは主に段

ボールの一部であったり、紙を濃縮しましてパッ

キンというか、よく卵が入っている変な紙の固ま

りみたいなものがあるんですけれども、ああいっ

たパッキン材になることが多いです。雑紙はいろ

んなものが入ってしまうので、質的に余りよろし

くないということで、そういったパッキン材のよ

うなリサイクルというのが、主なリサイクルの方

法です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 いや、あと今後の周知。 

○河合廃棄物対策室一般廃棄物担当副主幹 今後の

周知については、先ほど課長が言ったように、や

はり皆さんの家庭に紙袋が多分たくさんあります

ので、それを利用してもらうのが一番だと思って

いますが、要望等があれば、また考えたいと思い

ますけれども、全戸配布に限らず市役所にも置い

ておいて、使いたい人に使ってもらうとかという

ところは、今後、様子を見ながら考えたいと思い

ます。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 どうせ１枚、あるいは２枚目を考えて

いるかというのは検討ですけれども、この１枚を

配るに当たって、今後こういうような出し方でい

いですよというものを添えて配布したらどうかと

いうふうに提案をさせていただきたいと思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  山田課長。 

○山田環境対策課長 全くおっしゃるとおりで、こ

こに計上しているごみ部門別事典なんかにも、こ

のごみはどういう形でという指南もありますし、

ごみ出しカレンダーの中にも簡単なスペースなん

ですが、雑紙等はこういう形でというのがありま

して、その辺もあわせてＰＲをしていきたいと考

えております。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 その辺の配布を兼ねて、あとはカレン

ダーの中に出し方を、その紙袋でいいですよとい

うものの周知をぜひ願いたいと思います。 

  あともう１点、その同じ項目の下なんですが、

環境基金活用事業の中で、新規としてごみステー

ション用カラスネットということで、各自治会の

中でステーションを管理している方が、ボックス

がきちんとないところは、路上のところは、そう

いうネットとかを今自費で買ってやっていますよ

ね。今回、その300万円を予算化してくれたとい

うことは大変ありがたいんですが、それを消耗品

とせずに、貸し出しにしたという経緯は何なんで

しょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  山田課長。 

○山田環境対策課長 市のほうでカラス防止ネット

を買って、それを各自治会にあげるという形をと

ると、後々いろいろ問題になるものですから、一

応買って貸与という形はとらせていただきますが、

実際には中身的には貸し出しではなくて、また単

発的に買ったやつを貸し与えるというのはどうか
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なというのがあったものですから、一応貸与とい

う形はとらせていただきました。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 内容的にわかりました。 

  多分ネットですから借りたい気持ちはあるんで

すが、当然、消耗品になってきますので、またお

返しするという状況は生まれないんじゃないかな

と思って質問しました。 

  了解しました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今のカラスネットの関連で、齋藤

委員からそのような質問が出て、課長のほうも苦

しみながらの説明がありました。 

  私もどうこう言うわけではない。これはこれで

いいと思うんですが、ほかのごみステーション、

各人が小屋を建てたり、ステーションを購入した

り、自治会費用で、あるいは班で利用する人がお

金を出し合ってステーションをつくっている側か

ら見ると、カラスネットだけ市のほうで補助を出

す、じゃ通常に持っているステーションのほうは

補助がないというところに、若干不満は持ってい

ます。そのような中で、貸与という形をとったの

かなというふうに解釈しています。それだけです。 

  ほかの質問に移りたいと思いますが、74ページ

のクリーンセンターの飛灰の運搬料の説明があり

ました。この飛灰の検査というのは、どちらでや

っているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 こちらにつ

きましては、毎月１回ということになりますが、

これにつきましては市内の業者でそういった検査

ができる業者がございますので、市内業者に委託

をして今実施をしているという形になっておりま

す。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 わかりました。 

  ただ、１点疑問があったんですが、この検査が

終わった飛灰はまた返却されるんでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 検査の終わ

った飛灰なんですが、これに放射能レベルがどの

ぐらいになるかによって違いまして、8,000Ｂqを

超えた場合には指定廃棄物という形になりますの

で、市のほうで設置しています保管テント、そち

らのほうに保管する形になりまして、8,000Ｂqを

下回った場合には指定廃棄物にはなりませんので、

そのまま市の最終処分場のほうへ運んで埋め立て

をするという形になってございます。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 わかりました。 

  じゃあとは、飛灰が8,000Ｂqを下回った場合の

処分なんですが、これは国の基準に従って8,000

Ｂqを下回った場合は最終処分場ということなん

ですが、これは国の基準に従ってやっていること

なんでどうこう言うところはないんですが、例え

ばちょっと意地悪な質問なんですが、8,000Ｂqを

下回った7,900Ｂq、これはどんなふうに処分して

いるのか状況をお聞かせください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  山田課長。 

○山田環境対策課長 一応は月に１回、所長がいっ

た測定をして、8,000Ｂqを下回った時点でその月

の飛灰は全て処分場へという形をとっているもの

ですから、毎日はかっていないので正確に言うと、

例えば磯飛委員がおっしゃるように7,900Ｂqで出

た月は、その月は原則処分場のほうへ持っていく

んですが、中には8,000Ｂqを超える可能性はなく



－221－ 

もないんですが、ただそれは一応月１回の放射能

測定の8,000Ｂqというラインをそこで定めて、そ

れで以下、以上という判断をしているものですか

ら、実質毎日はかると多分超えているやつが行っ

ている可能性がゼロとは言えないと思います。す

みません、苦しいので申しわけないです。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 わかりました。 

  国の基準である8,000Ｂqを下回ったもの、例え

ば7,990Ｂqと出ても、それは最終処分場でやって

いるということですね。了解しました。 

○若松委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号 平成27年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることで

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 じゃ執行部のほうでその他何かござ

いますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○若松委員長 委員のほうから何かございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 （東武商事の葛火災について） 

○若松委員長 中村委員。 

○中村委員 （旧清掃センターについて） 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 （旧黒磯清掃センターについて） 

○磯飛副委員長 （クリーンセンター職員の電話応

対のお礼） 

○若松委員長 星委員。 

○星委員 （生ごみ処理機アンケートについて） 

○若松委員長 ほかに。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、以上で環境対策課

の審査を終了いたしたいと思います。 

  どうもご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時３６分 

 

再開 午前１１時３７分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○若松委員長 ただいまから生活課の審査を行いま
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す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○若松委員長 これより、産業環境常任委員会を予

算常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第６号 平成27年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○橋本生活課長 （議案第６号について説明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  各委員の質疑、意見等をお受けいたします。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 １点だけ。 

  74ページの衛生費の放射能対策事業、7004事業

の中で、先ほど今回、食品放射能の測定の臨時職

員の部分に関しまして130万円ほど減すると。そ

の理由については余り持ち込みが少なくなってき

たということで、件数が少なくなったための減額

をするということでありますけれども、それにつ

いて前年度のピーク時と今回27年度予算に出すと

いうことは、26年度の実績がどのぐらい減ってき

ているのか、その辺の統計がありましたらお知ら

せください。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  岩波係長。 

○岩波消費生活係長 検査の件数なんですけれども、

検査が24年３月に始まりまして、23年度１カ月間

だけで335件検査がありました。次の24年度は

2,809件、25年度は1,391件、26年度の１月までの

数字なんですが565件ということで、半分半分と

いう形に減ってきているような状況です。 

○若松委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 よくわかりました。 

  今の数字を見ても、やはりこういう体制でそろ

そろ大丈夫なのかなと、食品に関して安全な部分

が相当一般家庭の皆さんからすれば、安心した、

落ち着いた数字がきているのかなということで、

了解しました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  星委員。 

○星委員 38ページなんですけれども、地域バス運

行事業、4001事業、時刻表作成とか運行系統図と

か、いろいろやってくださって、いかにして使い

勝手がよく地域の方にも乗っていただこうかとい

うことで、多分試行錯誤されているんだと思うん

ですけれども、すみません、予算に関係ないかな、

ネットで例えばどこからどこまで行くかと、行き

先と到着地点を入力するとぱっと出てくるような、

パソコン検索ができるようなシステムというのは、

開発というか、そういったことができないかどう

かということで、ちょっと要望なんですけれども。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  橋本課長。 

○橋本生活課長 そのネット検索、大手メーカーと

か、大手の民間バスなんかは、実際にそういった

ものをやっているのは十分知っておりますけれど

も、今回の中でそれが有効に活用できるかどうか

というのもあわせながら、それが必要かどうかと

いうのも含めて検討していきたいと思います。 

  というのは、ゆ～バスを利用される方がほとん

ど年齢の高い方、それと通勤通学されている方と

いう形になると、ほぼそういった意外とネットに

頼らない方。ただ、ネット関係でそういうものが

利用できるようになれば、さらなる利用者拡大に



－223－ 

つながる可能性もございますので、その辺も含め

て今後の課題として考えていきたいと思います。 

○若松委員長 星委員。 

○星委員 実際に自分で今、子どもの学校の送迎で

すとか、あちこちに送っていったりとかというこ

ともやっているんですが、そのときは大田原のほ

うに用事があったので、国際医療福祉から家まで

帰ってくるのにどういうふうに帰ってこれるかル

ートを調べていたときに、大田原の場合にはそれ

がぱっと出て、西那須野駅に何時に着と。じゃ西

那須野から今度はこっちに帰ってくるのに、関谷

は予約ワゴンなんですよね。そうすると、出てこ

ないし、調べるつなぎが余りよくなくて、じゃ一

人で帰ってくる場合に、どういうふうな経路をた

どっていったらいいんだろうねというところで、

ちょっと戸惑いなんかもあったんですが、本当に

そういうものがネットで検索されると、すごく便

利だなと思ったんですね。やはり要はＪＲの駅と

の連携の方法を考えて、できるようになっていっ

たので、ぜひ考案していただければなと。 

  また、子どもたちはネットはできると思うので、

自分で調べて帰っておいでよとか、行ってきなよ

と、そういう利用もできると思うので、多分経費

がかかってくることにはなるから大変だと思うん

ですけれども、お願いしたいなと思います。 

○若松委員長 じゃ要望ということで。 

○星委員 はい、要望です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今の地域バス運行事業なんですけ

れども、ちょっと私もはっきりわからないんです

が、路線バスもこの中に負担金とかそういったも

ので入っているんですか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  橋本課長。 

○橋本生活課長 あくまでも地域バスのほうはゆ～

バスと予約ワゴンバスの経費になってございます。 

  生活路線バス、民間への補助の関係は、ここに

は含まれてございません。 

○若松委員長 磯飛委員。 

○磯飛副委員長 それは担当ではないということで

すか。 

○若松委員長 部長。 

○山﨑生活環境部長 この仕組みは、国あるいは県

が実施する赤字路線バスについて共同補助をしよ

うという事業であります。あくまで生活路線バス

を残すという考えで。 

  そうすると、その運行の期間が10月１日から翌

年９月までの年度がずれていまして、その実績を

もって補助を決定しましょうという仕組みになっ

ておるので、今般の３月補正にその補助金は計上

させてもらいました。 

  ですから、当初予算にはなかなかその赤字幅が

どの程度になるか、そういったものは見込めない

ことから、その運行している事業者の決算を待っ

て査定をし、これは膨大な事務量で大変で、算定

もあれなんですが、そんなことから県が補助額を

決定して、私どもの市も決定して、それで共同で

協調で補助をするということになっております。 

  ですから、今までの流れからすると、３月補正

で何とか事業者のほうに間に合わせると。ですか

ら、当初はなかなか毎年度計上していないんですね。 

○若松委員長 ほかにないですか。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 ないようなので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号 平成27年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることで

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 執行部のほうでその他何かございま

したら。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○若松委員長 委員のほうから何かございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 （生活路線バスについて） 

○若松委員長 その他で皆さん、ないですか。 

  星委員。 

○星委員 （振り込め詐欺について） 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、生活課の審査を終

了したいと思います。 

  以上で、生活環境部の審査を終了いたします。 

  生活課の皆さん、大変ご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 零時０２分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 それでは、４のその他に入ります。 

  委員の皆さんから何かございましたら、今まで

のことでありましたら。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 なければ、事務局のほうから何かあ

りますか。 

○伊藤書記 （事務局事務連絡。） 

  （11月議会報告会での意見の整理検討。） 

○齋藤委員 （条例案件に対する討論の対応につい

て。） 

○若松委員長 それでは、４のその他は終了いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○若松委員長 以上で本定例会においての当委員会

に付託されました案件の審査は全て終了いたしま

した。 

  なお、本委員会の審査報告書は、本職が作成し

議長に提出いたしますので、ご一任くださいます

ようお願いいたします。 

  これをもちまして産業環境常任委員会を閉会と

いたします。 
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  大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 零時１６分 

 




